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一部を除き原稿は揃っている。

統計調査部 担当幹事欠席のため報告事項はな

かったが、集計作業は進められている。

総合目録編集委員会 １０月２６日（火）大阪回生病 （３）

院電算課に総合目録のデータ処理について事務局

から従来どおりの協力を依頼し、今後の準備作業

について相談した。

ｎ 決定事項

（１） 現行所在目録については、まず外国雑誌編か

ら会員へ配布し、追って１２月末をメドに国内

雑誌編を配布することにした。添付文書は事

務局で作成。

（２） ＦＡＸ基準料金は従来のものを改め、基本料

金十コピー料金で算出していくことにした。

なお、現段階での基本料金は遠近にかかわら

ず、３００円と設定した。（会員へはすでに案

内済み）

総務の担当について、今年度後半の業務につ

いては松本純子、山室真知子、山崎捷子の各

氏で分担することにして乗切ることにした。
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そこで、平成５年１０月２１日の第４回幹事会で協議しました結果、これ

を改定して新しい基準を設けることに致しました。新しい基準料金は、

一部の大学図書館で採用されている方法を参考にして次のように設定し

ました。

１）文献ＦＡＸ料

＝基本料金（３００円）十コピー枚数×３５円（コピー基準料金）

２）遠近による基本料金の差を設けない。

３）送付資料は医学文献に限り、枚数は１回５枚以内とする。

４）病院図書室におけるＦＡＸ普及率からみて緊急性のあるもの

に限る。

５）各会員は基準料金に強制されず独自の料金算定も取りうる。
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なお、この基準料金は平成５年１１月１日から各会員で採用して頂くこ

とになりました。ただしこれは、以前の基準料金表の設定と同じく会員

間の料金額の混乱を防ぐための基準の設定であることにご理解頂きます

ようお願い申上げます。
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